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令和２年７月１５日宣告  

平成  殺人未遂，殺人被告事件（裁判員裁判） 

判       決 

  

主       文 

被告人を懲役２２年に処する。 

未決勾留日数中９００日をその刑に算入する。 

   理       由 

（罪となるべき事実） 

第１ 被告人は，平成２７年４月４日未明頃，福岡県久留米市ａ町ｂ番地ｃｄｅ号

の当時の被告人方において，別れ話のもつれから，突発的に，殺意をもって，

Ａ（当時２８歳）の首をひもで強く絞め付けたが，前記Ａを一時意識不明の状

態に陥らせるとともに，同人に全治７ないし１０日間を要する頚部皮下出血の

傷害を負わせたにとどまり，同人を死亡させるには至らなかった。 

第２ 被告人は，職場の同僚であり，一時期同居していたＢを殺害しようと企て，

平成２７年４月２９日未明頃，福岡県久留米市内又はその周辺において，殺意

をもって，同人（当時２５歳）に睡眠薬等の薬剤を服用させ，同人を意識もう

ろう状態に陥れた上，同人を自動車で同県八女市ｆ町ｇｈｉ番地ｊから西方約

６００ｍのｋ大橋へ連れて行き，同人を橋の上から約５４．８ｍ下の沢へ墜落

させ，よって，その頃，同所において，同人を頭部打撲による脳幹部損傷によ

り死亡させて殺害した。 

（証拠の標目）※ 括弧内の番号は，検察官請求証拠番号を示す。 

  省略 

（殺人未遂について有罪と判断した理由） 

１ 被告人がＡの首を絞めたと認められること 

 被害者とされるＡは，判示第１のとおり被告人方で被告人から首を絞められ
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たと供述し，Ａの母Ｃは，その日（４月４日）の朝被告人方を訪れ，Ａからそ

の旨聞き，被告人に確認したところ，被告人もＡの首を絞めたことを認めたと

供述する。 

これらの供述は，Ａの首にＡの述べる態様で被告人から首を絞められたとし

て矛盾しない索条痕があることや，同日夜から翌日にかけて被告人がＣに対し

て「今回はご迷惑をお掛けしました。」「診察にかかった費用を持って行きたい。」

などというメールを送信したことと整合している。 

また，Ａは，別れ話のもつれから被告人が突発的にＡの首を絞めた旨供述す

るところ，被告人の知人であるＤは，事件前，被告人が「Ａと別れたくないが，

彼は別れたがっている。」「彼の車に火をつける。」「料理に薬を混ぜる。」などと

言っていたと供述しており，Ａの供述を裏付けている。 

もっとも，Ａ及びＣが１１０番や１１９番に通報していないこと，Ａが警察

に被害届を出したのはかなり後であることなど，ＡやＣの事件後の行動には一

見おかしな点もある。しかし，この点について，Ａは，これ以上被告人と関わ

りたくなかったと述べ，Ｃは痴話げんかであって大事にしたくなかったと述べ

ており，このような説明はそれなりに理解できる。 

そのほか，弁護人は，Ａ供述の問題点をいくつか指摘しているが，だからと

いってＡが作り話をしているとは考えられない。 

 他方，被告人は，Ａから首を絞められるなどして気絶し，気が付くとＡが首

にひもを巻いて寝ていたので，ひもをほどいたなどと述べ，Ａに薬を飲ませた

ことはないし，Ａの首を絞めたこともないと供述する。また，被告人は，Ａか

ら継続的なＤＶを受けていたと述べるほか，Ａに貸し付けた生活費の返済を要

求していたなどと供述する。 

しかし，これが事実なら，事件後，被告人がＣに前記のようなメールを送信

することは考え難い。この点，被告人は，自宅で何かが起きたことは事実だと

思ったし，解離性同一性障害のため（なお，被告人の精神鑑定を実施したＥ医
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師によれば，被告人が解離性同一性障害に罹患していることが認められる。），

人格が変わるとその状況についてすぐに説明できないことが多いので，とりあ

えず謝ったなどと供述するが，Ａに薬を飲ませたり，Ａの首を絞めたりしたと

いう認識がないにもかかわらず，しかも，Ａに貸し付けた生活費の返済を要求

していたというのに，自分の責任を認めて治療費を負担する旨のメールを送信

するというのは不自然である。 

また，Ａが自分で自分の首を絞めて索条痕をつける理由も見当たらない。弁

護人は，Ａが本気で自殺を考えていた可能性を指摘するが，法医学の専門家で

あるＦによると，Ａの索条痕は首つりによるものではないし，自分でひもを引

っ張る方法で首を絞めても，意識がなくなればひもは緩むというのであるから，

そのような方法で自殺を図ったとは考えられない。 

なお，Ａの首には，Ａ自身が抵抗してつけた傷跡が見当たらないが，前記Ｆ

によれば，首を絞められた被害者は抵抗した傷跡を残さないことの方が多いと

いうのであるし，Ａ自身，抵抗する間もなかったと述べているのであるから，

問題はない。 

 以上から，被告人の供述や弁護人の主張を踏まえても，被告人から首を絞め

られたというＡの供述は間違いないと判断した。 

２ 被告人に殺意が認められること 

Ａは，被告人方和室の窓際に座っていたところ，右後ろにいた被告人が，和室

の腰高窓の落下防止柵に結び付けられたひもをＡの首に巻き付け，両手で綱引き

をするような体勢で引っ張ったため，息ができなくなり，二，三秒で気絶したな

どと供述する。 

そもそも，前記Ｆが述べるように，首を絞めるという行為は小さな力でも人が

死ぬ危険性の十分ある行為である上，上記のように被告人が力を入れやすい体勢

でひもを引っ張り，Ａの首を絞めたことからすると，被告人には殺意があったと

考えるのが自然である。 
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次に，Ａは，首を絞められる前に大量の薬を飲んでいるが，薬学の専門家であ

るＧによれば，薬の作用で一気に気絶することは考えにくいというのであるから，

Ａが気絶した原因は首を絞められたことにあると考えられる。 

また，Ｃは，被告人方でＡの顔を見たとき，どす黒い，紫がかった赤色だった

と供述する。Ｃは，日中，カーテンの開いた部屋で，倒れていた息子を発見して

意識的にその顔を確認したのであるから，この供述の信用性は高い。そうすると，

Ａは，首を絞められて顔面がうっ血していたものと解される。 

そして，前記Ｆの供述によれば，Ａが首を絞められて気絶し，顔面にうっ血を

生じたことから，被告人は一，二分間Ａの首を絞め続けたことが認められる。二，

三秒で気絶したというＡの供述は，あくまで感覚的なものにすぎず，前記認定に

疑いを生じさせるものではない。 

このような行為態様の検討に加えて，そこに至るまでの被告人の言動に照らす

と，被告人は，Ａとの別れ話のもつれから，突発的に殺意をもってＡの首を絞め

たと認めるのが相当である。 

（殺人について有罪と判断した理由） 

 判示第２の日時頃，Ｂがｋ大橋から墜落して死亡したことは争いがなく，証拠上

も明らかである。その上で，検察官は，被告人がＢに薬物を服用させて意識もうろ

う状態に陥れ，Ｂを橋から墜落させて殺害したと主張するのに対して，弁護人は，

被告人がＢと二人でｋ大橋にいたことは認めつつ，被告人はＢに薬を飲ませたこと

も墜落させたこともないから無罪であると主張し，被告人もこれに沿う供述をする。 

 そこで検討すると，まず，前記Ｇの供述によれば，Ｂは，当時，服用した薬物の

影響により，自力で立っていられないような状態であり，自分一人でｋ大橋の欄干

を乗り越えて墜落することはできない一方，他人が指示を出したり，介助したりす

れば，Ｂに欄干を乗り越えさせることは可能であったと認められる。そして，Ｂと

二人でｋ大橋に行ったという被告人の供述は，その直前に二人が被告人方を出る様

子が防犯カメラで記録されていることや，二人で食事をしたといううどん屋のレシ
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ートなどにより裏付けられており，未明という時間帯や，周囲を山に囲まれたｋ大

橋という場所柄からも，Ｂに欄干を乗り越えさせた他人は，被告人以外に考えられ

ない。また，Ｂのラインのトーク内容等から，被告人が架空の人物である海図にな

りすましてＢとの間でトークをやり取りする方法で，Ｂに薬物を服用させ，Ｂをｋ

大橋まで連れて行ったことが認められる。そうすると，被告人は，Ｂに薬物を服用

させ，Ｂをｋ大橋まで連れて行った上で，Ｂが薬物の影響により自力で立っていら

れないような状態であることを分かりながら，Ｂに指示を出したり，Ｂを介助する

などして，Ｂに欄干を乗り越えさせたことになるのであるから，その後Ｂがどのよ

うにして橋から墜落したのか，その具体的態様が不明であるとしても，被告人がＢ

を墜落させて殺害した犯人であると認められる。さらに，被告人が，Ｂの墜落後１

１０番や１１９番通報をしていないことや，Ｂの死亡後間もなく海図のラインアカ

ウントを削除したこと，事件前に被告人が知人に対してＢの殺害をほのめかす言動

をしていたことは，いずれも被告人がＢを殺害したことを裏付けている。被告人が

犯人でないのにこのようにいくつもの事実が偶然積み重なることは考えられない。

よって，検察官の主張どおり，判示第２の事実が認められる。 

 以下，補足して説明する。 

１ Ｂが自分一人でｋ大橋から墜落したのではないこと 

⑴ ｋ大橋の状況 

ｋ大橋は，自動車が通行できる道路橋であり，橋の両側には欄干がある。橋

の下は谷であり，欄干の下の縁石から谷底の沢までの高さは約５４．８ｍであ

る。欄干の高さは約８５ｃｍ，欄干の下の縁石の高さは２５ｃｍである。欄干

の外側には６．５ｃｍ間隔で縦に格子が取り付けられている。 

そして，福岡県警察科学捜査研究所の物理科で勤務するＨによると，Ｂと同

じような体格の人物が，ｋ大橋において，欄干から谷底を覗き込むように身を

乗り出したり，欄干に背中を付けてよりかかったりしても，体の重心が欄干の

頂点付近よりも低いため，それだけで墜落することはなく，墜落するには欄干
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の上部手すりを鉄棒に見立てて前回りをするように体を持ち上げるなどする必

要があることが認められる。 

  橋から墜落する直前のＢの状態 

   Ｂの遺体の心臓内血液等からは，アルプラゾラム（抗不安薬），フルニトラゼ

パム（睡眠薬），エチゾラム（睡眠薬），クエチアピン（抗精神病薬）という４

種類の薬物が検出された。前記Ｇは，各薬物の心臓内血液中の濃度及び血中治

療域（治療の上で十分な効果が現れる血中濃度の幅）を基に，Ｂが橋から墜落

する直前の時点において，これらの薬物は，いずれも，単独で一定程度若しく

は十分に効果を発現しており，さらに，これらの薬物には相乗効果があること

からすると，Ｂは，これらの薬物の睡眠作用，鎮静作用により，意識レベルが

低下して，外から刺激を与えなければすぐにも眠ってしまい，何かをする意思

や意欲が生じたり，それが継続したりすることが考えにくい状態であって，自

分が橋の外へ出ようとしているという状況を認識していたかについても疑問が

あり，また，これらの薬物の筋弛緩作用により，他人が支えていなければ腰が

抜けたように座り込んでしまう状態であったと考えられるが，他方で，他人が

話しかけるなどして刺激を与え，眠らないようにした上で介助すれば，橋の欄

干を乗り越えることもできたはずであるなどと供述する。 

   これに対し，弁護人は，薬の効果には個人差があることなどから，Ｇ供述の

信用性を争うが，Ｇは，薬学の専門家としての知識と経験に基づき，Ｂの心臓

内血液の薬物濃度等を根拠に，各薬物の血中治療域に反映されている薬効の個

人差も考慮し，かつ，実際にｋ大橋に赴き前記のような欄干の状況等を確認し

た上で墜落直前のＢの状態を検討していることからすると，Ｇ供述の信用性は

肯定できる。 

   そうすると，Ｇが前記供述内容を踏まえて考察しているとおり，Ｂは，当時，

これらの薬物の影響により，自力で立っていられないような状態であり，自分

一人でｋ大橋の欄干を乗り越えて墜落することはできない一方，他人が指示を
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出したり，介助したりすれば，Ｂに欄干を乗り越えさせることは可能であった

と認められる。 

なお，弁護人は，Ｂが自殺した可能性を指摘するが，Ｇは，薬物の作用によ

り意識レベルが低下し，自殺を決意していたとしてもその意思が継続するとは

考えられない旨述べている上，Ｂの知人であるＩも，Ｂが５月３日に好きな歌

手のコンサートに行く予定であり，それを楽しみにしていた旨述べていること

などからして，弁護人の主張には理由がない。 

また，弁護人は，ｋ大橋の欄干や格子等に印象された指掌紋等の状況からす

ると，Ｂの状況等について橋の上で手の位置が２ｍ以上移動したことなどが推

論できるところ，このようなＢの状況等についてＧは合理的な説明ができなか

ったと批判する。しかし，前記指掌紋等について，間違いなくＢのものと判断

できたのは一つだけであり，それ以外は誰のものであるか，いつどのように付

いたのか不明であり，前記指掌紋等の状況からＢがどのようにして欄干の外に

出て橋から墜落したかを特定することはできないから，弁護人の批判は当たら

ない。 

  まとめ 

以上から，Ｂは，薬物の影響により，意識もうろう状態で，他人の指示や介

助によってｋ大橋の欄干を乗り越え，その後，橋から墜落したものであって，

その場には指示や介助をした他人がいたと認められる。 

２ 被告人がＢを墜落させて殺害したこと 

  Ｂと一緒にいた人物は被告人であること 

Ｂは，本件当日（平成２７年４月２９日）午前零時４８分頃（甲４０，証人

Ｊ），被告人と共に被告人方マンションから外出しており，その様子が防犯カメ

ラに記録されている。 

   その後の行動について，被告人は，Ｂと行動を共にし，久留米市内のうどん

屋で食事をした後，いったん被告人が自宅に戻り，更に被告人が運転する車で
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ｋ大橋方面に向かったと供述しており，この供述は，防犯カメラに記録された

内容や，うどん屋のレシート（甲１２７）により裏付けられている。 

   また，Ｂの遺体を解剖した結果，胃の中からうどん等の固形物が検出されて

おり，その消化が軽度であることから，Ｂは食後１時間程度で死亡したと推定

されている。 

   さらに，Ｂがｋ大橋から墜落したのは未明の時間帯であり，しかも，ｋ大橋

は市街地から離れていて，周りを山に囲まれ，自動車で行くしかないような場

所である。 

これらの事実によれば，Ｂがｋ大橋から墜落する直前に，Ｂと一緒にいた人

物は被告人以外には考えられない。被告人自身，この時Ｂと一緒にいたこと自

体は認めている。 

  被告人がＢに薬物を服用させ，ｋ大橋に連れて行ったこと 

   前記のとおり，Ｂの遺体からは４種類の薬物が検出されたところ，Ｂが本件

前頃にこれらの薬物を処方されたことはない（甲１１９）。他方，被告人は本件

前頃に複数の精神科を受診してこれらの薬物の処方を受けていた（甲１１８）。 

次に，Ｂが使用していた携帯電話番号のライントーク履歴等を調べた結果，

被告人が使用していた架空の人物である「海図」（甲１２３）のラインアカウン

トとＢのそれとの間で，本件前頃，頻繁にやり取りがされており（甲１２４），

その内容，とりわけ，海図がＢに対して，本件前日の４月２８日（火曜日）に

写真を撮る仕事に参加するように何度も誘い，その際，意識障害を生じる何ら

かのものを飲むように促し，これを嫌がるＢを再三説得した結果，４月２９日

午前１時５３分，Ｂが海図に対して「のんだよー」というメッセージを送信し

たことに加えて，Ｂが母親に対して心霊スポットで写真を撮るアルバイトがあ

ると言ったり（証人Ｋ），知人であるＬとの間で，Ｂが「かいとくんわかるよね

ー？」「なんかね，写真撮ってきて言われたっちゃけど」，Ｌが「スポット？」，

Ｂが「そそー」といったラインのやり取りをしたりしていること（甲１２５）
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などをも併せ考えると，被告人が，「海図」なる人物になりすまし，ラインを通

じて，海図が実在の男性であると信じていたＢに対し，心霊スポットで写真を

撮る仕事に行く前に飲む必要があるなどとだまして，前記４種類の薬物を服用

するように迫り，久留米市内のうどん屋ないしその周辺で被告人がＢに薬物を

渡すなどして服用させた上で，Ｂをｋ大橋まで連れて行ったことが認められる。 

これに対して，被告人は，「海図」について，仮想現実遊びのためにＢと一緒

に作った架空の人物であり，Ｂ自身それを承知で被告人の携帯電話機を使って

海図のアカウントからＢのアカウントにメッセージを送ることもあったなどと

供述し，弁護人も，検察官は被告人がＢに薬を飲ませたことを立証できていな

いなどと主張する。 

しかし，Ｂがそのような遊びをする理由が見当たらない上，海図とＢは４月

２６日から４月２９日午前３時頃までの間に数百通に及ぶ多数のメッセージを

送り合っており，Ｂが一人二役でやったとは考えられないことや，その内容，

特に，嫌がるＢを海図が繰り返し説得していること，さらに，Ｂの友人である

ＬやＩが，Ｂの言動等からＢは海図を実在の人物であると信じていたと思う旨

供述していること（証人Ｌ１２～１３頁，同Ｉ２～３頁）からすれば，弁護人

が指摘する諸事情を踏まえても，Ｂは，海図が実在の男性であると信じており，

被告人が海図になりすましていることは知らなかったといえるから，前記認定

は変わらない。 

  まとめ 

   以上によれば，被告人は，Ｂをだまし，意識障害等を生じさせるような薬物

を服用させ，ｋ大橋まで連れて行った上で，Ｂが薬物の影響により自力で立っ

ていられないような状態であることを分かりながら，Ｂに指示を出したり，Ｂ

を介助するなどして（例えば，Ｂを立たせて心霊スポットの写真撮影をするな

どと申し向けて），Ｂに欄干を乗り越えさせたと認められる。 

   この点，被告人は，橋の上でＢに背を向け，煙草を吸い終わって振り返ると
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Ｂが欄干の外側にいたなどと供述するが，内容自体不自然である上，Ｂが一人

で欄干を乗り越えることができない状態であったことからも信用できない。 

   なお，被告人がＢに欄干を乗り越えさせた後，Ｂがどのようにして橋から墜

落したのか，その具体的な態様は不明である。しかし，自力で立っていられな

いような状態のＢを高さ５０ｍを超える橋の欄干の外側に移動させる行為は，

それだけでＢが橋から墜落して死亡する危険性の高い行為であるといえるから，

その結果，Ｂが墜落して死亡した以上，被告人がＢを突き落としたか否かにか

かわらず，被告人は殺意をもってＢをｋ大橋の上から墜落させて殺害したと認

められる。 

３ 裏付けとなるその他の事情 

⑴ 被告人の事件後の行動 

 被告人はＢの墜落後に１１０番や１１９番通報をしていない。 

  被告人は，Ｂと一緒にｋ大橋にいたのであるから，被告人が墜落させていな

いのにＢが橋から墜落したのであれば，通報するはずである。それをしなかっ

たのは，被告人がＢを墜落させたからであると考えるのが最も合理的であり，

それ以外の説明は困難である。この点，被告人は，気が付いたらｋ大橋付近で

車の中に一人でおり，健忘により，そこにいた理由やＢと一緒にいたことを忘

れていたので通報しなかったなどと供述するが，被告人が解離性同一性障害に

罹患していることを考慮しても，その供述は不自然である。 

  また，被告人は，４月２９日午前５時４７分に海図のラインアカウントを消

去した（甲１２３）。これは，被告人が海図になりすましてＢを殺害した証拠を

隠滅するためにしたことと考えるのが最も合理的であり，それ以外に上記の日

時に被告人が海図のラインアカウントを削除しなければならない理由を見出す

ことは困難である。被告人自身，海図のラインアカウントを削除したのは，そ

のような強迫観念があったからであるなどとあいまいな理由を述べるにとどま

っている。 
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 被告人が事件前にＢ殺害をほのめかす言動をしていたこと 

   被告人の知人であるＤの供述（証人Ｄ１６～１７頁，２１～２３頁，４５～

４６頁）によれば，本件前，被告人が，Ｂについて，「裏切られた」，「殺す」，

「薬を飲ませたけど失敗した」，「４月２８日に薬を飲ませて自殺に見せかけて

殺す」などと言ったことや，被告人がＤにチョコラＢＢという栄養ドリンクの

瓶の中に入ったどろどろしたものを飲ませたこと（同４５～４６頁）が認めら

れる。 

  また，被告人と自殺サイトで知り合ったＭの供述（証人Ｍ４～８頁）によれ

ば，本件前，被告人が，「一緒に暮らしていた親友のせいで子供を取り上げられ，

彼氏とも引き離され，すべてを失った」，「その人が憎い，殺したい」などと言

ったこと，被告人からその友達のプリクラを見せてもらっており，それがＢに

間違いないこと，被告人が睡眠導入剤をチョコラＢＢの瓶に入れてかき混ぜて

いたことが認められる。 

  Ｄ及びＭの各供述は，相互に符合する内容である上，ＤやＭが被告人とやり

取りしていたメールの内容（甲１２０，１２９），特に，４月２７日にＤが被告

人に対して「Ｂさんのことだいじょうぶになったかな？」というメールを送信

したこと（証人Ｄ２７頁）などとも整合しており，いずれも信用できる。 

４ 結論 

被告人が犯人でないのに，被告人が犯人であることを示すこれらの事実が偶然

積み重なることは考えられない。これらは，被告人が犯人でないとしたら説明す

ることが困難な事実関係といえる。よって，判示第２のとおり，被告人がＢを殺

害した犯人であると認定した。 

（量刑の理由） 

 同種事案（処断罪は殺人，単独犯で組織的以外，処断罪と同一又は同種の罪の件

数１件，被害者の落ち度なし，殺意は計画的）の量刑傾向を確認した上で，本件の

量刑について検討した。 
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 殺人についてみると，計画的かつ強固な殺意に基づく無慈悲で冷酷な犯行である。

被告人が語らない以上，動機は不明というほかないが，被害者に落ち度はなく，被

告人が被害者を憎んでいたとしてもそれは逆恨みであって，動機に酌量すべき事情

は見いだせない。もとより，まだ若い被害者の命が奪われた結果は誠に重大である。

愛するわが子を失った被害者の両親が，被告人に対する厳しい処罰を希望するのも

当然である。 

 また，殺人未遂についてみると，被害者との別れ話のもつれから突発的に殺意を

生じたものであって，被害者も当初は警察に届け出ていないこと，傷害結果が比較

的軽いことを指摘できるものの，首を絞めて殺そうとする行為自体の危険性を軽視

することはできない。 

 以上より，本件は，同種事案の量刑傾向の中で重い部類に位置付けるのが相当で

ある。 

 被告人は，解離性同一性障害と診断されたが，主人格と交代人格間で情報を共有

するなどしており，精神障害の各犯行への影響はほとんど認められない。被告人に

前科はなく，また，被告人のこれまでの人生には不遇な面もあったことがうかがえ

るが，他方で，不合理な弁解を重ねた被告人には，人の命を奪ったことへの反省が

認められない。 

そこで，これらの事情も考慮し，主文のとおり刑を量定した。 

（求刑 懲役２５年） 

令和２年７月１５日 

福岡地方裁判所第１刑事部 

裁判長裁判官    柴   田   寿   宏 

 

 

裁判官    武   富   一   晃 
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裁判官    髙   橋   侑   子 


